
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フック要素とこれと係脱自在の関係を有するフック受け要素との組み合わせに 面ファ
スナーを用い、紙おむつ背側の両側部に前記面ファスナーの一方の要素を固定し、他方の
要素を腹側に固定し、着用者への装着時の固定手段とする紙おむつにおいて、
　前記他方の要素の設置位置において、前記一方の要素の止着位置の目印が外面側に印刷
された印刷フィルムが紙おむつのバックシートに固定され、
　前記他方の要素は透明または半透明のシート状 であり、前記印刷フ
ィルム上に 積層され、

を介して外部から 前記目印が視認可能となっていることを特徴と
する止着用フロントシートを有する紙おむつ。
【請求項２】
前記印刷フィルムは前記バックシートにホットメルト接着剤により固定されている請求項
１記載の止着用フロントシートを有する紙おむつ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、フック要素とフック受 要素との係合を行う着脱自在の面ファスナー（通常
ベルクロファスナー（登録商標）またはマジックテープ（登録商標）と呼ばれる）を用い
て装着するようにした紙おむつに関する。
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【０００２】
【従来の技術】
　一般に、紙おむつを被着用者に装着する場合のテープファスナーとしては、粘着剤を用
いたものが主流をなしている。おむつカバーにおいては、前述の面ファスナーにて結合す
るようにしている。この面ファスナーを用いる場合、何回もの着脱が可能であり便利であ
る。
【０００３】
　これに対して、粘着剤を有するテープファスナーを紙おむつの両側部に固定し、紙おむ
つの腹側のバックシート表面に大きい面積をもってフロントシートを固定し、このフロン
トシートに対してテープファスナーを止着し、取付位置を調整し直すことが可能とする構
造のものが汎用されている。
【０００４】
　この場合、テープファスナーの止着位置の便宜のために、フロントテープの腹周り方向
に間隔を置いて目印を印刷により形成したもの 知られている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　フロントシートに対して粘着剤を有するテープファスナーを止着するようにした構造の
ものは、テープファスナーの取付位置が調整可能である利点があるものの、着用後一旦剥
がし、排尿の有無を確認した後、再度、フロントシートに固定する場合、粘着剤の止着強
度が低下する。さらに、元来、粘着剤による接着強度に頼るために、たとえば大きい面積
を有する成人用の紙おむつにおいては強度不足となり、剥がれが生じやすい。
【０００６】
　この点、面ファスナーを用いると大きい係合強度が得られ、かつ、着脱を繰り返しても
係合強度の低下がない。
【０００７】
　しかし、フロントテープに代えて面ファスナーを用いる場合、前記の目印を形成するこ
とができないものであった。
【０００８】
　したがって、本発明の課題は、面ファスナーテープを紙おむつの止着手段とするものに
あって、止着位置の目印を形成することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決した請求項１記載の発明は、フック要素とこれと係脱自在の関係を有す
るフック受け要素との組み合わせに 面ファスナーを用い、紙おむつ背側の両側部に前
記面ファスナーの一方の要素を固定し、他方の要素を腹側に固定し、着用者への装着時の
固定手段とする紙おむつにおいて、
　前記他方の要素の設置位置において、前記一方の要素の止着位置の目印が外面側に印刷
された印刷フィルムが紙おむつのバックシートに固定され、
　前記他方の要素は透明または半透明のシート状 であり、前記印刷フ
ィルム上に 積層され、

を介して外部から 前記目印が視認可能となっていることを特徴と
する止着用フロントシートを有する紙おむつである。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、前記印刷フィルムは前記バックシートにホットメルト接着剤に
より固定されている請求項１記載の止着用フロントシートを有する紙おむつである。
【００１１】
　以下の本発明の説明において、「フック要素」および「フック受 要素」とは、フック
が逆レ字になっていなくとも、キノコ状等であってもよいし、またフック受 がループ状
でなくたとえば逆Ｊ字などの形状をなし、フックとからみ合うものであればよい。要は、
接着剤等のように、化学的結合を除き、かつからみ合いにより機械的に着脱（剥離）自在
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となっているもの（一般に面ファスナーと呼ばれるもの）であればよい。
【００１２】
　本発明においては、他方の要素 は透明または半透明とし、これが
熱溶着により印刷フィルム上に積層されているので、他方の要素を介して外部から印刷フ
ィルムの目印を視認でき、着用者はその目印に従って止着位置を選択でき、止着作業を容
易かつ正確に行うことができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　以下本発明を図面に示す実施の形態を参照しながらさらに詳説する。
【００１４】
　第１図～第４図は第１実施例を示したもので、紙おむつ本体は、表面（肌に当る面）側
の不織布等からなる透液性トップシート１と、裏面のポリエチレンシート等からなる不透
液性バックシート２と、周囲部分をフラップ部として残してそれらの間に介在された綿状
パルプ等からなる吸収体３とを基本構成要素としている。吸収体３に隣接して脚回り部分
に１本または複数本の弾性伸縮部材４Ａが必要により設けられている。前後端には、必要
により前後漏れ防止用弾性伸縮部材４Ｂが設けられる。
【００１５】
　この種の紙おむつ本体は公知のものであるが、 本発明では腹部Ｓの
外面に、面ファスナーの一つの要素、たとえば多数のループ５ａが基材５ｂに突出するフ
ック受け要素を構成するフック受けシート（からみ受 シート）５が、いわゆるフロント
シートとして不透液性バックシート２により固定されている。
【００１６】
　他方、背中Ｂがわ両側部には、面ファスナーの他の一つの要素が固定されている。実施
例においては、背中Ｂがわ両側部はバックシート２とトップシート１とにより構成され、
バックシート２の表面にその側縁から外方に張り出して主テープ部材６が、たとえば粘着
剤層６Ａにより固定され、トップシート１の表面とその側縁を跨いだ主テープ部材６の内
面側との間に副テープ部材７が、たとえば両端が粘着剤層７Ａにより固定状態で設けられ
ている。
【００１７】
　前記主テープ部材６の副テープ部材７が存在しない内面側部分に、面ファスナーのフッ
ク要素を構成するフックシート８がたとえば粘着剤層８Ａにより固定されている。フック
シート８は、多数のフック片８ａを基材８ｂに植設したものであり、フック片８ａは前記
ループ５ａと係脱自在の関係にある。また、フックシート８は、好ましくは、主テープ部
材６の先端から内側に設けることにより、先端部を撮み部として残してある。
【００１８】
　他方、図４に示されているように、未装着時においては主テープ部材６を、製品の内側
に折り畳んだ状態とされ、その際に、フックシート８は、副テープ部材７の一部、あるい
は図５に示されるように、副テープ部材７全体を越える位置において不織布からなるトッ
プシート１の繊維に剥離自在に絡んだ状態で係合している。
【００１９】
　かかる紙おむつにおいては、フックシート８を有する主テープ部材６、および副テープ
部材７が紙おむつ本体に取付けられた後、図４に示すように、主テープ部材６を、紙おむ
つの内側に折り畳んだ状態とし、フックシート８を、副テープ部材７の一部を越える位置
において、不織布からなるトップシート１の繊維に絡ませて係合しておき、製造工程をさ
らに進め、荷作り後、出荷する。
【００２０】
　紙おむつの装着時には、主テープ部材６の先端を摘み、トップシート１からフックシー
ト８を剥離し、その延在部分を腹側Ｓに持ち込み、フックシート８をフック受けシート５
上に重ねる。この重ね合わせによって、各フック片８ａが各ループ５ａに絡み、紙おむつ
前後の結合がなされる。
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【００２１】
　排尿の有無の確認や装着のやり直しに際しては、フックシート８の延在部をフック受け
シート５から剥して、再結合すればよい。
【００２２】
　上記実施例においては、フックシート８を粘着剤８Ａにて主テープ部材６に対して固定
したが、粘着剤層８Ａによることなくフックシート８の基材８ｂを主テープ部材６に熱溶
着などにより固定することもできる。
【００２３】
　フックシート８は、主テープ部材６の長手方向に沿って間隔を置いて複数設けることも
できる。図１および図２に示されているように、フックシート８を有する主テープ部材６
および副テープ部材７のファスナーテープは、紙おむつの一方の両側部に対して２つ設け
たが、接合強度に応じて（あるいは幼児用などの用途に応じて）１つまたは３以上とする
ことができる。
【００２４】
　さて、本発明においては、図 に断面で示すように、多数のループ５ａが基材５ｂに突
出するフック受け要素を構成するフック受けシート５が不透液性バックシート２に固定さ
れる。この場合、フック受けシート５を不透液性バックシート２に直接固定するのではな
く、 ック受けシート５を固定すべき位置において、前記フック ８の止着位置の目
印９が外面側に印刷された印刷フィルム１０を、たとえばホットメルト接着剤１１により
不透液性バックシート２に固定し、その印刷フィルム１０上にフック受けシート５を熱溶
着により（熱溶着層を符号１２で示す）積層一体化させる。
【００２５】
　ここで、フック受けシート５は前記目印９が外部から見えるようにするために、透明ま
たは半透明とされる。かくして、フック受けシート５を介して外部から前記目印９が視認
可能となっており、前記フック ８の止着位置を目印９に応じて選択できる。
【００２６】
　目印９としては、数字、マーク、色分け帯または線などによって表示できる。　上記実
施例においては、紙おむつの背側にフック要素を、腹側にフック受け要素を設けたが、逆
であってもよい。また、図 に示すように、フック受けシート５は、腹側に個別に対応し
て配置してもよい。
【００２７】
【発明の効果】
　以上の通り、本発明によれば、面ファスナーテープを紙おむつの止着手段とするものに
あって、止着位置の目印を形成することができ、止着作業が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　紙おむつの装着状態斜視図である。
【図２】　製品の展開図である。
【図３】　ファスナーテープを剥がした状態の要部横断面図である。
【図４】　ファスナーテープを仮止めした状態の要部横断面図である。
【図５】　他の例のファスナーテープを した状態の要部横断面図である。
【図６】　フロントシートの断面図である。
【図７】　他の実施例の紙おむつの装着状態斜視図である。
【符号の説明】
　１… トップシート、２… バックシート、３…吸収体、５…フック受けシ
ート、６…主テープ部材、７…副テープ部材、８…フックシート、９…目印、１０…印刷
フィルム、１１…ホットメルト接着剤、１２…熱溶着層。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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